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�愛媛県告示第１００３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２１年７月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１００４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成２１年７月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県
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指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

有限会社アメニティ・ライフ・エイド ヘルパーステーションはーとすまいる 愛媛県松山市喜与町一丁目１０番地１ 平成２１年６月１日 訪問介護

株式会社あくる 株式会社あくる 愛媛県松山市西垣生町８０２番地９ 平成２１年６月１日 特定福祉用具販売

医療法人天真会 デイホームみなみ 愛媛県松山市南高井町３３３番地 平成２１年６月１日 通所介護

医療法人天真会 ショートステイみなみ 愛媛県松山市南高井町３３３番地 平成２１年６月１日 短期入所生活介護

医療法人有津むらかみクリニック 介護老人保健施設あすなろ 愛媛県今治市伯方町北浦甲２２８９番地１ 平成２１年６月１日 訪問リハビリテー
ション

株式会社仁愛 介護プラザ「サン愛」久保田事業所 愛媛県新居浜市久保田町一丁目８番１０
号 平成２１年６月１日 通所介護

ライフサポート株式会社 さくら・介護ステーションみしま 愛媛県四国中央市三島金子一丁目４番
６号 平成２１年６月１日 訪問介護

医療法人社団栗整形外科病院 デイサービスどんぐり 愛媛県四国中央市中之庄町４０２番地５ 平成２１年６月１日 通所介護

原井川建設有限会社 あいの里訪問介護 愛媛県西予市野村町阿下６号５８６番地 平成２１年６月２２日 訪問介護

社会福祉法人愛寿会 介護付有料老人ホームグランドライフ
衣山 愛媛県松山市衣山五丁目８番１ 平成２１年６月２３日 特定施設入居者生

活介護

毎週（火・金）曜日発行 第２０８７号 平成２１年７月３１日

平成２１年７月３１日金曜日 第２０８７号

愛 媛 県 報

７１８
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�愛媛県告示第１００５号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２１年７月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１００６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２１年７月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１００７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定により、指定居宅介護支援事業者から次のとおり指定居宅介護支援事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２１年７月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

アースサポート株式会社 アースサポート株式会社松山在宅サー
ビスセンター

愛媛県松山市味酒町三丁目４番１号ア
メニティー味酒１階 平成２１年６月１５日 居宅介護支援

有限会社もり薬局 居宅介護支援事業所もりケアサービス 愛媛県今治市常盤町五丁目２番２３号 平成２１年６月２４日 居宅介護支援

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

有限会社アメニティ・ライフ・エイド ヘルパーステーションはーとすまいる 愛媛県松山市喜与町一丁目１０番地１ 平成２１年６月１日 介護予防訪問介護

株式会社あくる 株式会社あくる 愛媛県松山市西垣生町８０２番地９ 平成２１年６月１日 特定介護予防福祉
用具販売

医療法人天真会 ショートステイみなみ 愛媛県松山市南高井町３３３番地 平成２１年６月１日 介護予防短期入所
生活介護

医療法人有津むらかみクリニック 介護老人保健施設あすなろ 愛媛県今治市伯方町北浦甲２２８９番地１ 平成２１年６月１日 介護予防訪問リハ
ビリテーション

株式会社仁愛 介護プラザ「サン愛」久保田事業所 愛媛県新居浜市久保田町一丁目８番１０
号 平成２１年６月１日 介護予防通所介護

ライフサポート株式会社 さくら・介護ステーションみしま 愛媛県四国中央市三島金子一丁目４番
６号 平成２１年６月１日 介護予防訪問介護

医療法人社団栗整形外科病院 デイサービスどんぐり 愛媛県四国中央市中之庄町４０２番地５ 平成２１年６月１日 介護予防通所介護

原井川建設有限会社 あいの里訪問介護 愛媛県西予市野村町阿下６号５８６番地 平成２１年６月２２日 介護予防訪問介護

社会福祉法人愛寿会 介護付有料老人ホームグランドライフ
衣山 愛媛県松山市衣山五丁目８番１ 平成２１年６月２３日 介護予防特定施設

入居者生活介護

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

有限会社ケアサポートいまはる 有限会社ケアサポートいまはる 愛媛県今治市北高下町四丁目４番２９号 平成２１年５月３１日 訪問介護

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

廃止年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

愛媛医療生活協同組合 指定居宅介護支援事業所いずみがわ 愛媛県新居浜市瀬戸町１－２ 平成２１年５月３１日 居宅介護支援

愛 媛 県 報平成２１年７月３１日 第２０８７号

７１９
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�愛媛県告示第１０１０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定

により、東温市から次のとおり土地改良事業の工事が完了した旨の

届出があった。

平成２１年７月３１日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

�愛媛県告示第１００８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サー

ビス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２１年７月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１００９号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２１年７月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０１１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２１年７月３１日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

有限会社ケアサポートいまはる 有限会社ケアサポートいまはる 愛媛県今治市北高下町四丁目４番２９号 平成２１年５月３１日 介護予防訪問介護

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１７）第１１０８９号 平成１８年
１月１９日 ダイドー設備産業� 桑森ひとみ 今治市郷桜井１－６－３３ 平成２１年

６月１日
電気工事業
管工事業 建設業の廃止

（般・特－１８）第１９６号 平成１８年
８月８日 �渡辺組 渡辺 泉 西条市河原津甲４１７－１ 平成２１年

６月５日

土木工事業、建築工事業
とび・土工工事業
管工事業、造園工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般・特－１９）第２１９８号 平成１９年
８月６日 �井川建設 井川 潤 今治市近見町３－４－４３ 平成２１年

６月８日
土木工事業
とび・土工工事業
管工事業、造園工事業

建設業の廃止

（般－１８）第１６０１７号 平成１８年
９月１９日 新政鉄筋 山内 政夫 新居浜市萩生２９０２－２ 平成２１年

６月８日 鉄筋工事業 建設業の廃止
（法人成り）

（般－１６）第１０７２４号 平成１７年
１月１３日 �近代電設 浅野 憲二 今治市土橋町２－１－４ 平成２１年

６月１２日 電気工事業 建設業の廃止

（般－１９）第６９３２号 平成１９年
１０月１７日 竹田工業� 竹田 良文 西条市大町４１７－３ 平成２１年

６月１７日 さく井工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１８）第１４９３８号 平成１９年
３月５日 �西条製作所 近藤 清政 西条市飯岡１８７５－１ 平成２１年

６月１７日 管工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１７）第１０８７８号 平成１７年
６月１９日 新宮建設� 朝雛 雅晢 四国中央市新宮町上山５５

５０
平成２１年
６月２３日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業、管工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１８）第４０４号 平成１８年
１２月１日 ��山組 �山 俊紀 今治市波方町波方甲１９１３

－１
平成２１年
６月２２日

管工事業
造園工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－１７）第１２２００号 平成１８年
３月１日 �たかはし光心堂 高橋 廣光 新居浜市宇高町２－１－

５０
平成２１年
６月２３日 内装工事業 建設業の廃止

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農業用用排水施設整備事業 井内上地区 平成２１年４月２６日

愛 媛 県 報平成２１年７月３１日 第２０８７号

７２０
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�愛媛県告示第１０１２号
宇和島市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土地改

良事業（かんがい排水）・岩渕地区）の施行は、適当と認められる

ので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項にお

いて準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類

を縦覧に供する。

平成２１年７月３１日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

岩渕地区）計画書の写し

� 宇和島市営土地改良事業の経費の賦課徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成２１年８月３日から８月２８日まで

３ 縦覧場所

宇和島市役所津島支所

�������
�愛媛県告示第１０１４号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定した。

平成２１年７月３１日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

１ 指定年月日及び番号

平成２１年７月１６日 ２０大土建（道）第６号

２ 道路の位置

大洲市北只８８番５・８８番２９

幅員 ４．００メートル

延長 ３５．００メートル

３ 申請人の住所及び氏名

大洲市中村４１６番地３

有限会社 児玉不動産 代表取締役 児玉 誠一

大洲市北只８８番地２９ 中村 治信

東京都豊島区西池袋四丁目２３番１５号 松浦 百合香

４ 図面省略

�愛媛県告示第１０１３号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２１年７月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２１年７月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２１中局建（開）第１９号

平成２１年７月２２日
伊予郡松前町大字永田字銭塚１番６

松山市保免西一丁目３番９号
グレースハイツ保免７０１号
船 山 浩 之
船 山 志 保

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１７）第１４６９３号 平成１８年
１月１８日 二宮建材店 森井 達也 大洲市若宮９８８－２ 平成２１年

６月１日

大工工事業、左官工事業
石工事業、屋根工事業
タイル・れんが・ブロック
工事業
板金工事業、ガラス工事業
塗装工事業、防水工事業
内装仕上工事業
熱絶縁工事業、建具工事業

建設業の廃止

（般－１７）第１４５７８号 平成１７年
８月９日 �上甲工務店 上甲 佳廣 大洲市平野町野田１ 平成２１年

６月１５日 建築工事業 建設業の廃止

（般・特－１８）第７０２号 平成１９年
３月２０日 中山産業� 中山 政士 北宇和郡松野町大字延野

１々２７４－１
平成２１年
６月１８日 管工事業 建設業の廃止

（一部）

（般・特－１８）第１９３５号 平成１８年
４月２０日 下田建設� 下田 和 北宇和郡松野町大字目黒

１３６
平成２１年
６月２４日

管工事業
造園工事業

建設業の廃止
（一部）
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監 査 公 表

�公表第２６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成２１年７月３１日

愛媛県監査委員 白 石 友 一

同 明 比 昭 治

同 河 野 忠 康

同 和 氣 政 次

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２１年７月１５日 特定非営利活動法人
クイックネイル協会 三 好 愛 松山市道後湯之町４番１２号

ロイヤル道後１０５号
この法人は、一般市民に対してネイルの芸術性
を認識して簡単にできるアートとして周知させ
ることにより学術、文化、芸術の振興を図り、
明るく活力ある社会形成に資することを目的と
する。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 予 地 方 局

建 設 部 平成２０年８月２７日

今 治 土 木 事 務 所 平成２０年７月１６日

南 予 地 方 局

八 幡 浜 土 木 事 務 所 平成２０年７月２９日

（監査の結果）

１ 県営住宅貸付料については、納期限内の収入確保に努めるとともに、

収入未済額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 ３，２３６，２００ ７４７，６００ ３，９８３，８００

１８年度 ２，０６０，３００ ３１３，５００ ２，３７３，８００

差引増減 １，１７５，９００ ４３４，１００ １，６１０，０００

（東予地方局建設部）

２ 延滞利息（工事請負契約に伴うもの。）については、適切な債権管

理が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１９年度 １１５，６８８

計 １１５，６８８

（東予地方局建設部）

３ 県営住宅貸付料については、納期限内の収入確保に努めるとともに、

収入未済額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 ２，１０６，１００ ２，３１３，０００ ４，４１９，１００

１８年度 ２，３５０，２００ １，２９２，９００ ３，６４３，１００

差引増減 △２４４，１００ １，０２０，１００ ７７６，０００

（東予地方局今治土木事務所）

４ 道路占用料については、早期収入に努力が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１９年度 １２５，０００

計 １２５，０００

（東予地方局今治土木事務所）

５ 違約金（工事請負契約及び設計委託業務に伴うもの。）については、

適切な債権管理が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１３年度 ９４，５００

１４年度 １５，２２５

計 １０９，７２５

（東予地方局今治土木事務所）

６ 延滞利息（工事請負契約に伴うもの。）については、適切な債権管

理が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１４年度 ３７，９２５

計 ３７，９２５

（東予地方局今治土木事務所）

７ 草刈作業車のリース契約について、当初契約時、他に草刈機能を有

する車両が販売されていたにもかかわらず、経済性を比較検討するこ

となく長期継続契約を締結して、１９年度においてもリース料を支出し

ていた。 （東予地方局今治土木事務所）

８ 県営住宅貸付料については、納期限内の収入確保に努めるとともに、

収入未済額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 １，００６，９００ １，１４４，３００ ２，１５１，２００

１８年度 ５２，３００ １，１４４，３００ １，１９６，６００

差引増減 ９５４，６００ ０ ９５４，６００

（南予地方局八幡浜土木事務所）

（措置の内容）

１ 県営住宅貸付料については、平成１９年度末時点で３，９８３，８００円（３８

名）の収入未済額があった。滞納者及び保証人に対し、督促状の送付、

呼出し、訪問等を行い納付指導に努めた結果、１，３０８，０００円（３０名）

の納付があったが、２０年度新たに３，５８０，７００円が未収となったことか

ら、平成２０年度末現在の収入未済額は６，２５６，５００円となった。

今後とも住宅貸付料の納期限内の収入確保に努めるとともに、滞納

繰越額の回収に努めたい。 （東予地方局建設部）

２ 平成１９年度に発注した急砂第２－１号の３急傾斜地崩壊対策工事に

ついては、請負業者であるＡ社が事実上倒産したことから、平成１９年

１２月３日付けで契約を解除し、前金払還付金として４，２１０，０００円が保

証事業会社から入金された。この額に対する利息１１５，６８８円を請負業

者であるＡ社に請求するも、いまだ未納となっている。

同社は、経営不振により経営破たんし、平成１９年１２月末頃から商業
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人事委員会規則

�愛媛県人事委員会規則１５－１
職員からの苦情相談に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２１年７月３１日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

職員からの苦情相談に関する規則の一部を改正する規則

職員からの苦情相談に関する規則（愛媛県人事委員会規則１５－０）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（人事委員会に対する苦情相談）

第２条 職員（離職した職員を含む。次項及び第４条第１項におい

て同じ。）は、愛媛県人事委員会（以下「委員会」という。）に

（人事委員会に対する苦情相談）

第２条 職員（離職した職員を含む。 第４条第１項におい

て同じ。）は、愛媛県人事委員会（以下「委員会」という。）に

続を廃止する旨の決定がなされ、破産管財人から配当は不可能で

あるとの通知があった。その後、職員が１９年７月に同社所在地の

テナントビルを訪問したが、同社は存在せず、警備員によると

「５年ほど前に自己破産した。」とのことであった。また、閉鎖

登記簿に記載されている支店を訪問したが、同支店は不存在であ

った。

今後とも必要に応じて情報収集を行い、適切な債権管理に努め

ることとしたい。 （東予地方局今治土木事務所）

６ 平成１４年度にＥ社との間で工事請負契約（８，９２５，０００円）を締結し

ていたが、経営不振のため倒産した。契約解除による既前払金（３，５

７０，０００円）については保証契約に基づき納入させたものの、県が請求

した日から保証事業会社が納入するまでの間に生じた利息に関しては

保証で対応できず、延滞利息（３７，９２５円）が収入未済となっている。

違約金の債権管理とともに、今後とも必要に応じて情報収集を行い、

適切な債権管理に努めることとしたい。

（東予地方局今治土木事務所）

７ この草刈作業車の導入に当たっては、道路維持課において他県の導

入状況についての聞き取り調査等に基づいて機種の選定をしたもので

あるが、使用車種や購入先の把握が十分ではなく、経済性の比較検討

が不十分であった。

今後は、車両及び機械装置等の導入に当たっては、機種の選定を慎

重に行うとともに、契約手続に際しては競争性、透明性、公平性の確

保に努めてまいりたい。また、本県が導入している車両は、多目的な

用途に使用可能な機種で、草刈作業のほかトンネル清掃やガードレー

ル清掃などの道路維持作業に使用しているところであるが、年間を通

じて稼働できるメリットを最大限活かし、今後一層の効率的な運用と

稼働率の向上を図り県民へのサービス向上に努めてまいりたい。

（東予地方局今治土木事務所）

８ 平成１９年度出納閉鎖までに、県営住宅貸付料滞納分２，１５１，２００円の

うち５２２，６００円の納入があり、残りの滞納分（９名１，６２８，６００円）に

ついては、滞納者及び連帯保証人に対し督促状の送付、呼出し、訪問

指導等を行い未収金の徴収に努めた結果、平成２０年度において６名４

８４，３００円の納付があった。

平成２０年度については、２０７，２００円（３名）の未収金が発生したが、

督促に努めた結果、６月１５日までに１名（１６，９００円）の納入があった。

残りの２名（１９０，３００円）については、滞納者が生活保護受給中で

あることから、引き続き生活状況に応じて納入を促していきたい。

なお、平成１７年度以前の滞納者３名（１，１４４，３００円）分については、

本庁において平成２０年１０月２１日から滞納家賃回収業務を委託している。

（南予地方局八幡浜土木事務所）

登記を残したまま行方不明となっている。このため、商業登記簿調査、

建設業界知人からの聞き取り調査等を行い、行方を捜索しているとこ

ろである。

今後とも情報収集を行い、関係機関と連絡を取りながら、適切な債

権管理に努めることといたしたい。 （東予地方局建設部）

３ 平成１９年度末時点で４，４１９，１００円（４０名）の収入未済額があり、納

入促進対策として、滞納者に対し、毎月、給与支給日等に戸別訪問等

による納入督促を行い、滞納繰越金の約２３．２％、１，０２５，１００円（２７名）

の納入があったが、平成２０年度現年分の収入未済額が２，２７０，７００円と

なったことから、平成２０年度末現在の収入未済額は５，６６４，７００円とな

った。

今後とも引き続き納入催促を行い、滞納整理を図ってまいりたい。

なお、長期滞納者については、督促状の発送、訪問、電話、呼出し

等での催告、連帯保証人への協力依頼などにより強力に納入指導を実

施しているが、悪質な長期滞納者に対しては、住宅の明渡しを請求し、

訴訟を提起している。 （東予地方局今治土木事務所）

４ 平成１９年度の道路占用料のうち、Ｂ社の１２５，０００円が未納となって

いた。差押えの可能性も含め納付指導を実施した結果、定期的に納付

がなされ平成２１年１月２７日の支払をもって完納となった。

今後とも適切な債権管理に努めることといたしたい。

（東予地方局今治土木事務所）

５ � 工事請負契約の違約金については、平成１４年度にＣ社との間で

工事請負契約（１５２，２５０円）を締結していたが、経営不振のため

倒産し、契約解除による違約金（１５，２２５円）が収入未済となって

いる。当債権については、倒産後、早急に違約金の収入を図るべ

く請求を行ったが、代理人弁護士から任意整理に伴う債権届出書

の提出依頼があったため、債権届出書を提出し配当を待つことと

したが、同弁護士から「財産に対し負債が多額であること、また、

不動産は処分し価値ある財産もないことから、違約金への配当は

困難である。」旨の話があった。

その後、平成１９年２月に同弁護士に照会したところ、「同社の

任意整理は事実上終了しているが、法人登記の抹消は費用問題で

行う予定はない。」との回答であった。

今後とも必要に応じて情報収集を行い、適切な債権管理に努め

ることとしたい。

� 設計委託業務の違約金については、平成１２年度にＤ社との間で

設計委託業務（９４５，０００円）を締結していたが、経営不振のため

倒産し、契約解除による違約金（９４，５００円）が収入未済となって

いる。同社については、平成１３年９月２８日に地方裁判所から破産

宣告の通知があり、同年１０月９日に破産債権届出書を提出し債権

回収を図ったが、平成１５年２月５日付けで同裁判所により破産手
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対し、苦情相談申込書を提出することにより、勤務条件その他の

人事管理に関する苦情の申出及び相談（当該職員に係るものに限

る。以下「苦情相談」という。）を行うことができる。ただし、

離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

�・� 省略

２ 職員は、前項の規定にかかわらず、係属中の法第４６条の規定に

よる勤務条件に関する措置の要求又は法第４９条の２第１項に規定

する不服申立てに関する事案に係る問題について、苦情相談を行

うことができない。ただし、委員会が特に必要があると認めると

きは、この限りでない。

３ 省略

（事案の処理）

第４条 省略

２ 省略

３ 事案に係る問題について、勤務条件に関する措置の要求に関す

る規則（愛媛県人事委員会規則１３─０）第３条第１項の規定によ

る受理又は不利益処分についての不服申立てに関する規則（愛媛

県人事委員会規則１３─１１）第６条第１項の規定による受理がされ

たときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。ただ

し、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

対し、苦情相談申込書を提出することにより、勤務条件その他の

人事管理に関する苦情の申出及び相談（当該職員に係るものに限

る。以下「苦情相談」という。）を行うことができる。ただし、

離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

�・� 省略

２ 省略

（事案の処理）

第４条 省略

２ 省略

３ 事案に係る問題について、勤務条件に関する措置の要求に関す

る規則（愛媛県人事委員会規則１３─０）第３条第１項の規定によ

る受理又は不利益処分についての不服申立てに関する規則（愛媛

県人事委員会規則１３─１１）第６条第１項の規定による受理がされ

たときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

平成２１年７月３１日 発行
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